
令和2年3月31日

厚生労働大臣殿

機関名 名古屋学芸大学

所属研究機関長職名

氏名

学長

杉浦

|伊|旋饅I
次の職員の令和元年度厚生労働行政推進調査事業費の調査研究における､倫理審査状況及び利益相反等の管

理については以下のとおりです。

1．研究事業名 長寿科学政策研究事業

2．研究課題名 要介護認定データ等を活用した高齢者の状態等の経時的変化の類型化のための研究

3．研究者名 （所属部局・職名） 大学院栄養科学研究科教授

(氏名・フリガナ） 下方浩史（シモカタヒロシ）

4．倫理審査の状況

左記で該当がある場合のみ記入(Xl)

審査済み 審査した機関 未審査（※2）

□ ’ ロ
ロ ｜ □

該当性の有無

有 無

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指fl

遺伝子治療等臨床研究に関する指針

□ □
｜
□回

国立長寿医療研究センター

名古屋学芸大学
人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※3） ■ □ □■

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□ □ ■ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）
□ □ ~■ 亡

(Xl)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

(※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※3）廃止前の「疫学研究に|罫する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

|研究倫理教育の受講状況 受講■ 未受講□

6．利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有■無□(無の場合はその理由 ）

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 有■無口(無の場合は委託先機関 ；

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有■無□(無の場合はその理由 ）

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無 有口無■（有の場合はそのIﾉﾘ容 ）

(留意事項） 該当する□にチェックを入れること。

分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

雷雲霊



2020年3月30日
厚生労働大臣 殿

機関名国立研究開発法人
国立長寿医療研究センター

理事長

荒井秀典 印

所属研究機関長職名

氏名

次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫理審査

ては以下のとおりです。

l.研究事業名 長寿科学政策研究事業

状況及び利益相反等の管理につい
一画 －－

要介護認定データ等を活用した高齢者の状態等の経時的変化の類型化のための研究2．研究課題名

3．研究者名 ･職名）老年学・社会科学研究センター NILS-LSA活用研究室・室長(所属部局

フリガナ）大塚礼（オオツカレイ）(氏名

4．倫理審査の状況

左記で該当がある場合のみ記入(Xl)

審査済み 審査した機関 未審査（※2）

■ 国立長寿医療研究センター □

□ □

■ 国立長寿医療研究センター □

該当性の有無

有 無

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針

遺伝子治療等臨床研究に関する指針

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※3）

■ □

□ ■

■ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□■’ ｜ ■

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）
□ ■ □ 口

(Xl)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、 当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

受講■ 未受講□研究倫理教育の受講状況

6．利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有■無口(無の場合はその理由 ノ

有■無□(無の場合は委託先機関当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 ）

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有■無□(無の場合はその理由 ｊ

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無 有口無■（有の場合はその内容 ）

該当する□にチェックを入れること。

分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

(留意事項）



令和2年 1月28日

厚生労働大臣殿

蕊
機関名 金沢医科大学

所属研究機関長職名

氏名

学長

神田享勉

次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1 ．研究事業名長寿科学政策研究事業

2．研究課題名要介護認定データ等を活用した高

3．研究者名 （所属部局・職名） 高齢医学

齢者の状態等の経時的変化の類型化のための研究

嘱託教授

森本茂人 （モリモト シゲト）(氏名・フリガナ）

4．倫理審査の状況

左記で該当がある場合のみ記入

審査済み 審査した機関

□

□

■ 金沢医科大学

該当性の有無

有 無

(※l）

未審査（※2）

□

□

□

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針

遺伝子治療等臨床研究に関する指針

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※3）

□ ■

□ ■

■ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
■□ ■ ■

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）
■■ ■ ■

(Xl)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、 当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

受講■ 未受講ロ研究倫理教育の受講状況

6．利益相反の管理

有■無□(無の場合はその理由当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 ノ

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 有■無□(無の場合は委託先機関 ノ

当研究に係るC○Iについての報告・審査の有無 有■無□(無の場合はその理由 ）

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無 有口無■（有の場合はその内容 ）

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



ユ･ユc年ユ月 ／､3日
厚生労働大臣殿

機関名

所属研究機関長職名

氏名

国立大学法人大阪大学

大学院医学系研究科長

森井英一 印 Ｊ
ｇ
ｌ
Ｊ
，
１
６

次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫理審査状況及び利益相反等の管理に

ついては以下のとおりです。

1．研究事業名

2．研究課題名

3．研究者名

長寿科学政策研究事業

要介護認定データ等を活用した高齢者の状態等の経時的変化の類型化のための研究

(所属部局 ･職名）大学院医学系研究科教授

氏名 フリガナ）楽木宏実 ・ ラクギヒロミ（

4．倫理審査の状況

該当性の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入

審査済み 審査した機関

□

□

■ 大阪大学医学部付属病院

(Xl)

未審査(※2）

□

□

□

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針

遺伝子治療等臨床研究に関する指針

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※3）

□ ■

□ ■

■ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□ ■ ■

□

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）

□ ■ ■

■

(Xl)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

(※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講■ 未受講□

6．利益相反の管理

1

当研究機関におけるC○Iの管理に関する規定の策定 有■無□(無の場合はその理由 ｊ

〕当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 有■無口(無の場合は委託先機関

当研究に係るCCIについての報告・審査の有無 有■無□(無の場合はその理由 ）

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無 有口無■（有の場合はその内容 ）

~

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



令和 2年f月 1 日
厚生労働大臣殿

機関名 国立研究開発法人
国立長寿医療研究センタ宝

所属研究機関長職名

氏名

次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫理審査

ては以下のとおりです。

理事長

荒井 E

状況及び利益相反等の管理につい

1．研究事業名 長寿科学政策研究事業

2．研究課題名 要介護認定データ等を活用した

3．研究者名 （所属部局・職名） 老年学・社

高齢者の状態等の経時的変化の類型化のための研究

会科学研究センター センター長

フリガナ） 島田裕之・シマダヒロユキ(氏名

4．倫理審査の状況

該当性の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入

審査済み 審査した機関

□

□

■ 国立長寿医療研究センター

(Xl)

未審査（※2）

□

□

□

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針

遺伝子治療等臨床研究に関する指針

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※3）

□ ■

□ ■

■ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 ~
■’■I ■ ■

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）
■□■’ ■

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、 当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

’受講ロ 未受講□研究倫理教育の受講状況
6．利益相反の管理

当研究機関におけるColの管理に関する規定の策定 有■無□(無の場合はその理由 ）

当研究機関におけるCol委員会設置の有無 有■無□(無の場合は委託先機関

当研究に係るcolについての報告・審査の有無 有■無□(無の場合はその理由 ）

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無 有口無■（有の場合はその内容 ）

(留意事項） ・該当す~る□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



令和2年3月23日

厚生労働大臣
(国立医薬品食品衛生研究所長）
(国立保健医療科学院長）

殿

機関名

所属研究機関長職名

氏名

愛知淑徳大学

学長

島田修三
『

次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1．研究事業名 長寿科学政策研究事業

要介護認定データ等を活用した高齢者の状態等の経時的変化の類型化のための研究2．研究課題名

3．研究者名 健康医療科学部・教授(所属部局 職名）

フリガナ） 安藤富士子・アンドウ(氏名 フジコ

4．倫理審査の状況

該当性の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入（※'）

審査済み 審査した機関 未審査（※2）

□ □

□ □

■ 国立長寿医療研究センター □

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針

遺伝子治療等臨床研究に関する指針

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※3）

□ ■

□ ■

■ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
■■’ ■

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）
□□ ■ ■

(Xl)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講■ 未受講□

6．利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有■無□(無の場合はその理由 ノ

有■無□(無の場合は委託先機関当研究機関におけるCol委員会設置の有無 ）

有■無□(無の場合はその理由当研究に係るcolについての報告・審査の有無 ）

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無 有口無■（有の場合はその内容 ）

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

」


